
　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　　　本件控訴を棄却する。
　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
　　　　　　　　　　理　　　　　　　由
１　本件控訴の趣意は，弁護人松原三朗作成の控訴趣意書記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
２　所論は，原判示第２の１及び２の公職選挙法違反の事実に関し，比例代表選出

議員選挙において，その議員候補者のポスターを民家等に貼る行為は選挙運動に
該当しないから，被告人は無罪である旨主張する。

　　しかし，本件のアルバイトの者らが行ったような，特定の比例代表選出議員候
補者のために，そのポスターを，宣伝に有効な場所，方法かどうかを自ら判断選
択したうえ，その適当と認めた場所，方法で，当該場所の所有者もしくは管理者
の承諾を得て貼付する行為は，単に他人に命じられた場所，方法でこれを貼付す
る行為と異なり，機械的労務の範囲を超越するもので，特定の候補者のため投票
を得させる目的をもってこれに必要かつ有利な行為を自ら判定実行するものとし
て，同法にいう選挙運動に当たるというべきであり，これと同旨の原判決に事実
誤認はなく，論旨は理由がない。

３　次に，所論は，被告人がＡから受け取った１１５万円は，比例代表選出議員候
補者のためのポスター貼りに対するものではなく，選挙区候補者のためのポスタ
ー貼りに対するものであり，公職選挙法１９７条の２に定める実費弁償ないし報
酬にあたるから，被告人は原判示第２の２の事実につき無罪である旨主張する。

　　しかし，原判決が【弁護人の主張に対する判断】５において説示するとおり，
被告人がＡから受け取った１１５万円が，比例代表選出議員候補者のポスター貼
りに対するものであることは，被告人が平成１３年７月３１日にＢ選挙事務所に
持参した同月２５日付け請求書２通の内訳欄にそれぞれ「比例ポスター貼り」，
「比例４７名看板」と記載されていること，被告人はこの日Ａから１３２万２９
４５円（うち１７万２９４５円は比例代表４７名用の看板作成費用）を受け取っ
たが，その場で，うち１１５万円の領収書の但書欄に自ら「比例」と書き込んで
いること，Ａは，その後すぐに，前記領収書に「内金」「比例分」と記入すると
ともに，内訳欄に「比例ポスター貼り」と記された方の前記請求書に「内分　１
１５０、０００」と書き入れていることから推して，明らかであるといえる。Ａ
から受け取った１１５万円が，選挙区候補者のためのポスター貼りに対するもの
であるとする被告人の供述は，これらの事実に照らし，信用できないものであ
る。原判決に所論指摘の事実誤認はなく，論旨は理由がない。

４　よって，刑事訴訟法３９６条により本件控訴を棄却し，当審における訴訟費用
につき同法１８１条１項本文を適用して，主文のとおり判決する。
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